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自治振興係

日本国内に住む20歳以上の人は、学生で
あっても国民年金に加入しなければなりま
せん。
ɹしかし、学生の人については、本人の所
得が一定額以下の場合、国民年金保険料の
納付が猶予される『学生納付特例制度』が設
けられています。
ɹ申請した月から２年１カ月前までの期間
について申請ができます。申請が遅れると
不慮の事故などで障がいが残った際に、障
害年金を受け取ることができない場合があ
りますので、希望する人は速やかに手続き
をしてください。
納付猶予された期間の保険料は、10年以

内であれば後から納めることができる『追
納制度』がありますので、ご利用されるこ
とをお勧めします。

【申請に必要なもの】

▷個人番号確認書類
（マイナンバーカード等）
▷本人確認書類（窓口来庁者分）ɹ
▷学生証（コピー可）または在学証明書

ɹまた、マイナンバーカードを使用するこ
とで、『マイナポータル』から学生納付特例
の電子申請ができるようになりました。ɹ
詳しくは日本年金機構のホームページをご
覧ください。
●問い合わせ／保険医療係
ɹɹɹɹɹɹɹ釧路年金事務所
ɹɹɹɹɹɹɹ☎ 0154－22－5810
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環境衛生係

▽一人で野山に入ることを避ける
▽薄暗いときは行動しない
▽ふんや足跡を見たら引き返す
▽食べ物やごみは必ず持ち帰る
●ヒグマを目撃したり、足跡やふんを発見したら、
林政係まで連絡をお願いします。
ɹなお、ヒグマの出没情報は、町
のホームページでご覧いただけま
す。 ヒグマ目撃情報
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